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○ 大規模風力（抽選枠）の募集概要 

 

（１）募集対象 

次のいずれにも該当する案件を募集対象とします。 

① 当社系統に１連系点で連系する風力発電機の定格出力の合計が２,０００ｋＷ以上

のもの 

② 平成２２～２４年度に当社系統への連系および受給を開始するもの 

③ 下げ代不足時の発電停止（電力需要の少ない夜間など、需給の一致を図ることが

困難となることが想定される際の発電停止）が可能であるもの 

 

（２）募集規模（新たに連系する風力発電機の定格出力の合計） 

       ５万ｋＷ※１ 
※１抽選により選出された案件の中で最下位となる案件については､上位の抽選案件も含めた定格出力合計が６万 kW

以下となるよう事業規模の縮小が可能であることを条件としています。 

     

（３）選定方法 

抽選により全案件について順位付けを行い、その順位に従って系統アクセス検討を

行い連系候補者を選定します。 

 

（４）当社が電力を購入する場合の条件 

当社は原則としてＲＰＳ制度における「電気」のみを、季節・時間帯を問わず、   

３．６０円／ｋＷｈ（消費税抜き）で購入します※２。 
※２ 当社へＲＰＳ制度における「電気」と「新エネルギー等電気相当量（ＲＰＳクレジット）」をあわせて販売を希望

される場合は協議させていただきます。 

 

（５）受給期間 

       受給開始日から１７年間を原則とします。 

 

 

○ 大規模風力（蓄電池枠）の募集概要 

 

（１）募集対象 

次のいずれにも該当する案件を募集対象とします。 

① 当社系統に１連系点で連系する風力発電機の定格出力の合計が２,０００ｋＷ以上

のもの 

② 平成２２～２４年度に当社系統への連系および受給を開始するもの 

③ 出力変動緩和制御（蓄電池等の出力制御により、風力発電の出力変動を緩和）が

可能であるもの 

 

（２）募集規模（新たに連系する風力発電機の定格出力の合計） 

       ５万ｋＷ※３ 
※３抽選により選出された案件の中で最下位となる案件については､上位の抽選案件も含めた定格出力合計が６万 kW

以下となるよう事業規模の縮小が可能であることを条件としています。 

参考 
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（３）選定方法 

抽選により全案件について順位付けを行い、その順位に従って系統アクセス検討を

行い連系候補者を選定します。 

 

（４）当社が電力を購入する場合の条件 

当社は原則としてＲＰＳ制度における「電気」のみを、季節・時間帯に応じて以下

の価格で購入します※４。 

平日昼間（夏季） 平日昼間（その他季） 夜間 

５．９０円／ｋＷｈ ５．００円／ｋＷｈ ２．２０円／ｋＷｈ 

（いずれも消費税抜き） 

・ 「夏季」は毎年７月１日から９月３０日までの期間をいい、「その他季」は毎年１０月１日から

翌年の６月３０日までの期間をいいます。 

・ 「平日昼間」は「休日等」を除く日の午前８時から午後１０時までの時間をいいます。 

・ 「夜間」は夏季、その他季の平日昼間帯を除く時間および「休日等」をいいます。 

・ 「休日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、１月２、３、４日、４

月３０日、５月１、２日、１２月２９、３０、３１日をいいます。 

※４ 当社へＲＰＳ制度における「電気」と「新エネルギー等電気相当量（ＲＰＳクレジット）」をあわせて販売を希望

される場合は協議させていただきます。 

 

（５）受給期間 

       受給開始日から１７年間を原則とします。 

 

 

○中規模風力の募集概要 

 

（１）募集対象 

次のいずれにも該当する案件を募集対象とします。 

① 当社系統に１連系点で連系する風力発電機の定格出力の合計が２０ｋＷ以上    

２,０００ｋＷ未満のもの 

② 平成２２～２３年度に当社系統への連系および受給を開始するもの 

③ 下げ代不足時の発電停止（電力需要の少ない夜間など、需給の一致を図ることが困

難となることが想定される際の発電停止）が可能であるもの 

 

（２）募集規模（新たに連系する風力発電機の定格出力の合計） 

       １万ｋＷ 

 

（３）選定方法 

抽選により全案件について順位付けを行い、その順位に従って系統アクセス検討を

行い連系候補者を選定します。 

 

（４）当社が電力を購入する場合の条件 

当社は原則としてＲＰＳ制度における「電気」のみを、季節・時間帯を問わず、   

３．６０円／ｋＷｈ（消費税抜き）で購入します※５。 
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※５ 当社へＲＰＳ制度における「電気」と「新エネルギー等電気相当量（ＲＰＳクレジット）」をあわせて販売を希望

される場合は協議させていただきます。 

 

（５）受給期間 

      受給開始日から１７年間を原則とします。 

 

 

以 上 
 


